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決議事項	

	 1. U-18 日本代表及び U-15 日本代表監督	 選任の件	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

（決議）資料 1	

FIFA	U-20 ワールドカップ 2021 を目指す U-18 日本代表監督及び FIFA	U-17 ワールドカップ 2021

を目指す U-15 日本代表監督を以下の通り選任したい。	

	(1)	U-18 日本代表監督	

氏	 	 名：	 影山	 雅永（かげやま	 まさなが）	

期	 	 間：	 2019 年 2 月 1 日から FIFA	U-20 ワールドカップ 2021 終了まで	

	(2)	U-15 日本代表監督	

氏	 	 名：	 森山	 佳郎（もりやま	 よしろう）	

期	 	 間：	 2019 年 2 月 1 日から FIFA	U-17 ワールドカップ 2021 終了まで	

	

2018 年度第 8 回理事会（2018 年 7 月 26 日）で報告された「日本代表チームの監督およびコーチン

グスタッフ選出プロセス」に従い、技術委員会で上記候補者を選定し本理事会へ推薦する。	

	

	 2. U-16 日本女子代表監督	 選任の件	

	 （決議）資料 2	

FIFA	U-17 女子ワールドカップ 2020 を目指す U-16 日本女子代表監督を以下の通り選任したい。	

	

U-16 日本女子代表監督	

氏	 	 名：	 狩野	 倫久（かのう	 みちひさ）	

期	 	 間：	 2019 年 2 月 1 日より FIFA	U-17 女子ワールドカップ 2020 終了まで	

	

2018 年度第 8 回理事会（2018 年 7 月 26 日）で報告された「日本代表チームの監督およびコーチン

グスタッフ選出プロセス」に従い、女子委員会で上記候補者を選定し本理事会へ推薦する。	

	

	 3. JFA アジア貢献事業	 指導者海外派遣（新規）の件	

	 （決議）資料 3	

JFA アジア貢献事業の一環として新たに海外に派遣する指導者 8 名を選任したい。	

	

(1)	JFA アジア貢献事業	 モンゴル／U-16・U-19 女子代表監督	

氏	 	 名：河本	 菜穂子（かわもと	 なおこ）	

保有資格：AFC-A	

	(2)	JFA アジア貢献事業	 カンボジア／U-18 代表・U-18 アカデミー監督	

氏	 	 名：行德	 浩二（ぎょうとく	 こうじ）氏	

保有資格：S 級	

	(3)	JFA アジア貢献事業	 カンボジア／アカデミーU-14・U-14 代表監督	

井上	 和徳（いのうえ	 かずのり）氏	
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保有資格：A 級ジェネラル	

	(4)	JFA アジア貢献事業	 カンボジア／審判ダイレクター	

氏	 	 名：唐木田	 徹（からきだ	 てつ）氏	

保有資格：1 級審判インストラクター	

※2019 年 1 月 9 日まで JICA から派遣。契約期間は、2019 年 1 月後半から 2020 年 3 月 31 日ま

でとする。	

	(5)	JFA アジア貢献事業	 ブルネイ／ユース育成担当コーチ	

氏	 	 名：埴田	 淳（はにた	 あつし）氏	

保有資格：A 級ジェネラル、GK-A 級	

	(6)	JFA アジア貢献事業	 ベトナム／女子・女子ユース代表監督	

氏	 	 名：井尻	 明（いじり	 あきら）氏	

保有資格：S 級	

	(7)	JFA アジア貢献事業	 ブータン／代表・ユースアカデミーGK コーチ	

氏	 	 名：寺峰	 輝（てらみね	 あきら）氏	

保有資格：S 級、GK-A 級	

	(8)	JFA アジア貢献事業	 タジキスタン／U-17 代表アシスタントコーチ	

氏	 	 名：水島	 武蔵（みずしま	 むさし）氏	

保有資格：S 級	

	

契約期間（原則）：	 2019 年 2 月 1 日～2020 年 1 月 31 日	

但し、派遣先協会の要望があるときは契約期間を変更する。	

	

派遣先協会の費用負担：指導者の国際航空券、住居、自動車の費用	

これ以外の費用については、派遣先協会の財政規模等に鑑み折衝する。	

	 	

	 4. 各種規則・規程	 改正の件	

	 （決議）資料 4	

各種規則・規程を、別紙資料の通り改正したい。	

【概要】	

(1)	仲介人に関する規則	

・仲介人が所属する法人の規則上の位置づけの明確化（仲介人が所属法人の業務として仲介人活

動を行う場合は、当該法人は管理監督責任を負い、懲罰の対象となり得ることを明記）	

・その他実態に合わせた修正	

	(2)	懲罰規程	

・上記「仲介人に関する規則」の変更に伴う修正	

	

	


